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1 　橋本市地域住宅整備計画

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 和歌山県　橋本市

・市営住宅の長寿命化の割合

・長寿命化計画に用途廃止団地と位置づけた団地における用途廃止戸数の割合

市営住宅の長寿命化の割合

（長寿命化計画に基づく長寿命化修繕完了戸数/市営住宅総戸数）

・長寿命化計画に用途廃止団地と位置づけた団地における用途廃止戸数の割合

（長寿命化計画に基づく用途廃止完了戸数/市営住宅用途廃止計画総戸数）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

A-1 住宅 一般 橋本市 直接 地域住宅計画に基づく事業 橋本市 202 策定済

A-2 住宅 一般 橋本市 直接 地域住宅計画に基づく事業 橋本市 50 策定済

A-3 住宅 一般 橋本市 直接 地域住宅計画に基づく事業 橋本市 2 策定済

合計 254

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接
全体事業費
（百万円）

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
（面積等）

事業者 市町村名
備考事業実施期間（年度）

番号

番号

事業者 要素となる事業名 事業内容 備考
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

市町村名
港湾・地区名

備考

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円） 備考
（延長・面積等）

事業内容
番号 事業者 要素となる事業名

橋本市 空き家再生等推進事業（除却）

個別施設計
画策定状況（事業箇所） （延長・面積等）

橋本市 公営住宅等ストック総合改善事業

橋本市 改良住宅ストック総合改善事業

交付対象事業

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

　　百万円 Ｃ 　　　百万円
効果促進事業費の割合

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 254百万円 Ａ 254百万円 Ｂ

（H24当初） （H28末）

0％ 15％

2% 10%

計画の目標

市営住宅の長寿命化修繕や用途廃止による除却を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画 平成２８年　９月２６日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象



（参考様式３）　　（参考図面）
1計画の名称 橋本市地域住宅整備計画

計画の期間 平成２４年度　～　平成２８年度　（5年間） 交付対象 橋本市

Ａ-３空き家再生等推進事業（除却） 

    市営住宅兵庫団地 

Ａ-１公営住宅等ストック総合改善事業 

    市営住宅原田Ｄ団地 

Ａ-２公営住宅等ストック総合改善事業 

    市営住宅名古曽改良団地 

Ａ-１公営住宅等ストック総合改善事業 

    市営住宅あけぼの団地 

Ａ-１公営住宅等ストック総合改善事業 

    市営住宅岸上団地 
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計画の名称： 橋本市地域住宅整備計画　　

事業主体名：橋本市　 　
チェック欄

★①計画の目標が基本方針と適合している。 ○

★②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 ○

★③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 ○

★④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 ○

   ⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 ○

　　（該当するものに○）
　　　ア　老朽化した住宅ストックの更新　　　　イ　安全面、衛生面等の居住環境の改善
　　　ウ　子育て世帯、高齢者、障害者等の居住の安定の確保　　　　エ　既存住宅ストックの有効活用
　　　オ　まちなか居住の推進　　　　カ　地方定住の推進
　　　キ　その他（地域の実情に応じた緊急性の高い課題を記入）

　 ⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。

★①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 ○

★②十分な事業効果が得られることが確認されている。 ○

　 ③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。

　 ④事業の実施に当たり、福祉施策等との連携が図られている。

　 ⑤事業の実施に当たり、民間活力の活用が図られている。

　 ⑥事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等
　　　の工夫がなされている。

　 ⑦地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。

 　⑧地域再生計画に地域住宅交付金の活用についての記載をしており、内閣総理
　　　大臣の評価を受けている。

　　（評価結果として該当するものに○）
　　　ア　８０点以上　　　イ　６０～７９点　　　ウ　６０点未満

★①事業熟度が十分である。 ○

★②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 ○

★③地域住宅計画を公表することとしている。 ○

　 ④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。

　 ⑤計画内容に関し、住民に対する事前説明が行われている。

　 ⑥計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。

　（★は必須事項）

社会資本整備総合交付金チェックシート
（地域住宅計画に基づく事業等タイプ）

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性



地域住宅計画

平成 24 年度 ～ 28 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

橋本市

 計画期間

　本市は、和歌山県の北東端に位置し、北は大阪府、東は奈良県に接しており、和歌山市中心部及び大阪市中心部への距離は直線でと
もに約４０kmである。平成１８年３月に橋本市と高野口町が合併し、平成２２年１０月の国勢調査では人口約６万６千人、世帯数約２
万３千世帯となっている。
　本市では、平成２３年度から２４年度にかけて市営住宅長寿命化計画を策定中であり、また、本市の新長期総合計画において、平成
２９年の人口見通しを６７，０００人と設定するなか、『時間ゆたかに流れ　くらし潤う創造都市　橋本』という将来像のもと、今後
の住宅政策としては「豊かな自然と共生する均衡あるまちづくり」の中で「定住促進や地域コミュニティの適切な維持に向けて、事業
者と連携して良好な住宅地づくりや入居促進に取り組むとともに、適正な管理等に努めます。」とうたっている。

本市の市営住宅は年々老朽化が進んでいるため、修繕費用のさらなる増加が懸念されており、長寿命化計画に基づいて計画的に長寿命
化修繕や用途廃止（除却）を行い、ライフサイクルコストの縮減に努める必要がある。
また、市営住宅入居者の要望等をふまえながら計画的に共用部分のバリアフリー化の推進等、入居者の居住性及び安全性の向上に努め
る必要がある。

 計画の名称 橋本市地域住宅計画

 都道府県名 和歌山県  作成主体名



単　位 基準年度 目標年度

市営住宅の長寿命化の割合 ％
長寿命化計画に基づく長寿命化修繕完了
戸数／市営住宅総戸数

0% 24 15% 28

・長寿命化計画に用途廃止団地と位置づ
けた団地における用途廃止戸数の割合

％
長寿命化計画に基づく用途廃止完了戸数
／市営住宅用途廃止計画対象総戸数

2% 24 10% 28

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

　『市営住宅の長寿命化修繕や用途廃止を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現する。』

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

公営住宅整備事業
公営住宅等ストック総合改善事業：長寿命化(外壁塗装等）：１０５戸
改良住宅ストック総合改善事業　：長寿命化(外壁塗装等）：３４戸
空き家再生等推進事業（除却）：２戸（不良住宅）

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業など）



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内

事業費
公営住宅等ストック総合改善事業 橋本市 105戸 202

改良住宅ストック総合改善事業 橋本市 34戸 50

空き家再生等推進事業（除却） 橋本市 2戸 2

254

提案事業

交付期間内

事業費

0

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

合計

事業（例） 事業主体 規模等

規模等
細項目

合計

事業 事業主体

事業 事業主体 規模等

 



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

特になし

特になし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準
の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

特になし


